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   第一章 総則 

 （趣旨） 

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成二十四年法律第三十一号）附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス

感染症をいう。以下同じ。）及びそのまん延防止のための措置が学生等の修学等に及ぼ

す影響の緩和を図るため、授業料の減免に要する費用の支弁その他の学生等の支援等に

関する特別の措置について定めるものとする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「大学等」とは、大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修

学校をいう。 

２ この法律において「学生等」とは、大学及び高等専門学校（第一学年から第三学年ま

でを除く。）の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。 

   第二章 授業料の減免に要する費用の支弁等 

 （授業料の減免に要する費用の支弁） 

第三条 在学する全ての学生等に対して令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで

の期間に係る授業料の額（その額が百十一万円を超える場合には、百十一万円。以下こ

の条において同じ。）の二分の一以上の減免を行った大学等の設置者（国を除く。）は、

文部科学省令で定めるところにより、国に対し、当該減免に要する費用（当該授業料の

額の二分の一を超える部分の減免に要する費用を除く。）の支弁を求めることができる。 

 （国が設置する専修学校の専門課程の授業料の減額） 

第四条 国は、その設置する専修学校の専門課程に在学する全ての生徒に対し、令和二年

四月一日から令和三年三月三十一日までの期間に係る授業料の額を二分の一に減額する

ものとする。 

 （日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う費用の支弁） 

第五条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）の定めると



ころにより、第三条の規定に基づく費用の支弁のうち大学及び高等専門学校（いずれも

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する私立学校であるも

のに限る。）に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。 

   第三章 学生等支援給付金 

 （学生等支援給付金の支給） 

第六条 国は、この法律の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症及びそのまん

延防止のための措置の影響により、令和二年二月以後、一月間の収入（以下この項及び

次条において単に「収入」という。）がその前年同月等の収入から政令で定める割合以

上減少した月（次条において「対象月」という。）がある学生等に対し、その者の請求

により、学生等支援給付金を支給する。 

２ 前項の請求は、令和三年一月十五日までに行わなければならない。 

 （学生等支援給付金の額） 

第七条 学生等支援給付金の額は、指定対象月（対象月のうち当該学生等支援給付金の請

求の際に学生等が指定するものをいう。以下この条において同じ。）の減収額（指定対

象月の収入の額とその前年同月等の収入の額との差額をいう。）に十二を乗じて得た額

（その額が二十万円を超える場合には、二十万円）とする。 

 （不正利得の徴収） 

第八条 偽りその他不正の手段により学生等支援給付金の支給を受けた者があるときは、

文部科学大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該学生等支援給付金の価額の全

部又は一部を徴収することができる。 

２ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

 （譲渡等の禁止） 

第九条 学生等支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえ

ることができない。 

２ 学生等支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。 

 （非課税） 

第十条 租税その他の公課は、学生等支援給付金を標準として、課することができない。 

   第四章 学資貸与金等に係る返還の免除 

第十一条 独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法（平成十

五年法律第九十四号）第十四条第一項に規定する学資貸与金等の貸与を受けた者が新型

コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年四月一日

から令和三年三月三十一日までに返還の期限が到来する学資貸与金等の返還が困難な状

況にあるときは、政令で定めるところにより、当該学資貸与金等の返還を免除するもの

とする。 

   第五章 雑則 

 （文部科学省令への委任） 



第十二条 この法律に定めるもののほか、大学等における修学の支援に関する法律（令和

元年法律第八号）第十条の規定による支弁を受けている大学等が第三条の規定に基づく

費用の支弁を求める場合におけるその額の調整、この法律の実施のための手続その他こ

の法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （検討） 

第二条 国は、令和二年度中に、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 

 （日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正） 

第三条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。 

  附則第十四条を次のように改める。 

  （新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別

措置法の規定に基づく費用の支弁が行われる場合における事業団の業務の特例） 

 第十四条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関す

る特別措置法（令和二年法律第▼▼▼号）第三条の減免に要する費用の支弁が行われ

る場合における第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「減免費用」とあ

るのは、「減免費用及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等

の支援等に関する特別措置法（令和二年法律第▼▼▼号）第三条の減免に要する費

用」とする。 

 （政令への委任） 

第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 



     理 由 

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が学生等の修学等に及ぼす

影響の緩和を図るため、大学等における授業料の減免に要する費用の支弁その他の学生等

の支援等に関する特別の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する

理由である。 



   本案施行に要する経費 

 本案施行に要する経費としては、約二兆三百億円の見込みである。 


